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　納期＝３０日まで　最寄りの金融機
関・郵便局・コンビニエンスストア
で納めてください。問い合わせ＝納
税推進室（�４３３・７７０９）

　納税（納付）通知書とじ込みの口
座振替依頼書（郵便局は局指定の用
紙）に記入し、預貯金通帳と通帳印
を持ち金融機関へ。問い合わせ＝納
税推進室（�４３３・７７０９）介護保険室
（�４３３・７８３５）

　２４日（日）　午前８時半～午後５時
市税・国民健康保険税などの納付や
相談　ところ・問い合わせ＝市役所
２階納税推進室（�４３３・７７０９）

　対象者には、今月上旬に納入通知書
をお送りします。第１期納付期限＝７
月２日　期限内に納めてください。第
２期以降は、１０月、１２月、来年２月。問
い合わせ＝下水道課（�４３３・７７２４）

　
　１０日（日）　道路や公園などを清掃
する「クリーンわらび市民運動」を行
います。詳しくは、町会の回覧文書
を御覧ください。問い合わせ＝安全
安心推進課生活環境係（�４４３・３７０６）

　活動成果発表、芸術文化の振興、伝
統文化の継承・保存、地域文化の推進、
国際交流などの文化活動を行う団体・
個人に助成金を差し上げ、活動を応
援します。１０月～来年３月に事業を
予定している個人や団体はご利用く
ださい。助成額＝総事業経費の２分
の１以内で３００，０００円が限度　審査
あり。手続き・問い合わせ＝８月３１
日までに生涯学習課（�４３３・７７２９）

　対象＝�伝統文化の継承や保存に
関する活動　�地域文化の創造や振
興に関する活動　�芸術文化の振興
に関する活動　�生活文化の向上に
関する活動を市内で続ける個人か団
体　推薦＝８月３１日まで　※推薦者
は市内在住在勤者か市内で活動する
団体の代表者　問い合わせ＝生涯学
習課（�４３３・７７２９）

わらびファミリーサポートセンター／会員登録希望者の説明会・講習会＝１４日　午前９時　旭町公民館　詳細＝同センター（�４４３・１８００）

　市内経済の活性化を図るため、市
内事業者の受注機会を更に拡大しま
す。７月以降の契約は、対象範囲を
５００，０００円までとします。登録でき
る人＝市内に主たる営業所を置き、
蕨市指名競争入札参加資格者名簿に
登録されていない人　登録期間＝７
月１日から２年間　受付期間＝１５日
まで　※受付終了後も随時受付可。
詳細は、市ホームページまたは配布
の要領を御覧ください。問い合わせ
＝財政情報課契約係（�４３３・７７０６）

　建築工事などの追加受付を行いま
す。受付＝７月１７日～２７日（土・日曜
日を除く）　午前９時～正午　問い合わ
せ＝財政情報課契約係（�４３３・７７０６）

　１１日（月）～１６日（土）　午前９時～
１１時半と午後１時～４時半　ところ
＝リサイクルプラザ（蕨戸田衛生セ
ンター内・戸田市美女木９７８）　再生家
具＝約２００点　対象＝市民（未成年者、
古物取扱業者、法人、その他の団体除
く）　方法＝入札方式　１人３点以内
入札金額は３００円～８，０００円上限で１００
円単位　問い合わせ＝蕨戸田衛生セ
ンター組合業務課（�４２１・２８０１）

　児童手当を受給している人は、所
得の見直し（下表参照）と家族状況の
確認のため、現況届を７月２日までに
提出してください。※現況届の書類
は対象者にお送りします。期限を過
ぎても提出がない場合は、手当が受
けられなくなることがあります。問
い合わせ＝児童福祉課（�４３３・７７５７）

　児童手当認定請求書を提出した月
の翌月分から支給されます。対象＝
小学校修了前の児童を養育している
人　所得制限＝平成１８年中の所得が
下表の限度額未満であること　※所
得の制限により、平成１８年度に児童
手当が受給できなかった人でも、そ
の後の所得額、扶養人数の変動で受
給できる場合がありますので、新た
に申請をしてください。問い合わせ
＝児童福祉課（�４３３・７７５７）
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お知らせ広報わらび

２００７　６
広報わらび・�６６６

特 例 給 付
厚生年金など
加 入 の 人

児 童 手 当
国民年金加入の人
年金未加入の人

所　得
限度額

扶　養
親族数

所　得
限度額

扶　養
親族数

５３２万円０人４６０万円０人

５７０万円１人４９８万円１人

６０８万円２人５３６万円２人

６４６万円３人５７４万円３人

６８４万円４人６１２万円４人

７２２万円５人６５０万円５人

　投票日＝３日（日）　午前７時～午後８時　●投票できる人／昭和６２年６月
４日までに生まれた人で、平成１９年２月２６日までに蕨市の住民基本台帳に登
録され、引き続き３か月以上登録されている人　※蕨市の選挙人名簿に登録
されていない人（蕨市に転入届を出した日から３か月未満の人）、投票日まで
に市外へ転出した人、法律により選挙権を停止されている人は投票できませ
ん。●期日前投票／仕事や用事、病気など一定の事由で投票日に投票できな
いと見込まれる人は、期日前投票ができます。期間＝２日（土）まで　午前８
時半～午後８時　ところ＝蕨自治会館（中央５－１３－２）　問い合わせ＝いずれ
も選挙管理委員会（�４３３・７７５９）

　昨年６月１日、個人の住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられまし
た。新築住宅は随時設置されていますが、既存住宅にお住まいの人は早めの
設置をお願いします。設置場所＝寝室・寝室のある階の階段など　設置期限
＝平成２０年５月３１日　※各ご家庭での購入となりますが、悪質な訪問販売に
はじゅうぶんご注意ください。問い合わせ＝消防本部（�４４１・０１１９）

　生活環境の美化や安全なまちづくりを進めることを目的に、「蕨市路上喫煙
の防止等に関する条例」が今月から施行されました。道路や公園など公共の場
所では、指定された場所以外での喫煙はご遠慮ください。今後、蕨駅周辺では、
区域・期日・時間帯を指定し、路上喫煙が禁止になりますので、喫煙マナーを守
るようお願いします。問い合わせ＝安全安心推進課生活環境係（�４４３・３７０６）
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→納見込の４０歳以上の人　補助額＝２０，０００円　申し込み＝保険証・印鑑・振込先の分かる物を持って保険年金課（�４３３・７７３６）へ

広報わらび　お知らせ

　職場の健康保険をやめた
ときや加入したときは必ず
１４日以内に保険年金課へ届
け出してください。●�学 制
度について／就学のため転
出しても生計は蕨市にいる
家族が立てている場合、転
出した人でも引き続き蕨市
の国民健康保険に加入して
いただく制度があります。
詳しくはお問い合わせを。
●必ず納付を／特別な事情
もなく国民健康保険税を滞
納し続けると、差し押さえ
処分の対象となります。ま
た、通常の被保険者証の代
わりに、次のような被保険
者証が交付される場合があ
ります。�短期被保険者証
／通常の被保険者証より有
効期限が短くなります。�被
保険者資格証明書／診療費
がいったん全額自己負担に
なります。なお、特別な事
情などにより納付が困難な
人は保険年金課（�４３３・
７７１２）にご相談ください。

　男女共同参画を進めるた
めに必要な調査や審議を行
います。資格＝２０歳以上の
市内在住の人　２人以内　任
期２年　報酬＝市の基準に
よる　会議年数回　応募＝
所定の用紙に記入し１４日ま
でに市民担当（�４３３・７７４５）
　

　施設＝埼玉県国保団体連
合会の指定保養施設　対象
＝蕨市国保加入世帯の被保
険者で保険税を完納してい
る世帯の人　補助額＝１泊で
大人３，０００円、子ども２，０００
円（年度内２泊が限度）　詳細
＝保険年金課（�４３３・７７３６）

　とき＝２６日（火）　午前１０
時　中央公民館　認知症予
防や支援活動に興味のある
人　４０人　ところ・申し込
み＝１５日までに地域包括支
援センター（�４３４・６７２１）

　●国民年金保険料の免除
制度／国民年金の第１号被
保険者（自営業者など）で、
保険料を納めることが困難
な人には、申請をして保険
料が免除される制度があり
ます。免除は７月から翌年
６月までの１年ごとで、免
除の可否は、本人・配偶者・
世帯主の前年の所得を審査
して決まります。前年の所
得のほかに、天災や失業、事
業の廃止の場合にも審査の
対象となります。手続き＝
公的機関で発行する証明書
などを添えて、保険年金課
（�４３３・７７１１）で免除申請を
してください。●年金受給
者の皆さんへ／今月中に社
会保険業務センターから、
これから１年間の年金の支
給額をお知らせする「年金
振込通知書」が送られます。
問い合わせ＝浦和社会保険
事務所（�０４８・８３１・１６１１）

　市内の民間賃貸住宅を借
りる際に保証人を確保でき
ず、保証会社の家賃等債務
保証制度を利用した場合、
保証会社に支払う保証委託
料の一部を市で助成します。
対象＝�高齢者　�重度障
害者　�ひとり親世帯　問
い合わせ＝�は介護保険室
（�４３３・７７５６）　�は福祉総
務課（�４３３・７７５４）　�は
児童福祉課（�４３３・７７５７）

　平成１９年１月１日現在所
在する住宅で、１９年４月１
日から２２年３月３１日までの
間に一定のバリアフリー改
修が行われた住宅は、改修
後３か月以内に申請すると
翌年度分の固定資産税の減
額が受けられます。詳しく
は税務課（�４３３・７７０８）へ
お問い合わせください。
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　税制改正によりほとんどの人の住民税が増え、所得
税が減ります。住民税の具体的な変更点＝�税率
（１０％に統一）　�定率減税（段階的に縮小・廃止されて
おり、平成１９年度からなくなります）　�６５歳以上の人
の非課税措置廃止に伴う経過措置（平成１７年１月１日現
在、年齢６５歳以上で、前年の合計所得金額が１，２５０，０００
円以下の人に適用されている住民税の減額措置が段階
的に縮小されます。１８年度：税額の３分の２を減額→
１９年度：税額の３分の１を減額）　いずれも住民税の増
額につながる変更となりますが、より身近な行政サー
ビスを提供するため、ご理解とご協力をお願いします。
※その他、収入の増減など別の要因により、実際の負担
額は変わります。※所得税は、所得の種類によって変
更時期が異なります。給与所得者：１９年１月以降の源
泉徴収分から　年金所得者：１９年２月以降の源泉徴収
分から　個人事業主など：２０年の確定申告時（予定納税
は１９年７月）から　問い合わせ＝税務課（�４３３・７７０７）
所得税・住民税の試算（一定の社会保険料が控除されるものとして試算しています）

今月から住民税が変わります

（単位：円）◎６５歳以上の年金所得者　独身
平成１９年

�

平成１８年税　　額
定率減税
税額控除

年金収入
合　計住民税所得税合　計住民税所得税

０
００

０
００税　　額

１５０万円 ００００定率減税
００特例・調整控除

４１，６００
３９，６００１６，０００

３５，７００
１９，８００３２，０００税　　額

２００万円 ００－１，４００－３，２００定率減税
－１４，０００－１１，４０１特例・調整控除

１２５，０００
８８，０００３９，５００

１１３，９００
４６，０００７９，０００税　　額

２５０万円 ００－３，２００－７，９００定率減税
－２，５０００特例・調整控除

◎給与所得者　配偶者控除・扶養控除（２人）あり　　（単位：円）
平成１９年

�

平成１８年税　　額
定率減税
税額控除

給与収入
合　計住民税所得税合　計住民税所得税

１３，０００
２２，００００

１２，３００
１３，００００税　　額

３００万円 ００－７０００定率減税
－９，０００調整控除

１９５，０００
１５２，０００５９，５００

１７７，４００
７６，０００１１９，０００税　　額

５００万円 ００－５，７００－１１，９００定率減税
－１６，５００調整控除

４６３，０００
３００，０００１６５，５００

４２２，０００
２００，０００２６３，０００税　　額

７００万円 ００－１４，７００－２６，３００定率減税
－２，５００調整控除

（扶養親族の内１人が特定扶養親族に該当するものとして試算しています）
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　●小・中学校非常勤職員（スクール支援員）／健康な人
若干人　内容＝学習補助、相談活動（教科指導、情報教
育などの支援）　期間＝６月上旬～来年３月の１３０日間　勤
務時間＝１日５時間　時給＝８２０円　書類選考と面接　申
し込み＝写真付きの履歴書と返信用封筒（あて先記載・
切手添付）を添えて８日までに学校教育課（�４３３・７７２８）
　●平成１９年度非常勤調理員登録者／勤務先＝市立保育
園　給食調理、保育園用務　勤務＝原則午前９時～午後５
時　月１２１，０００円（社会保険含む）　面接選考　問い合わせ
＝児童福祉課（�４３３・７７５８）　申し込み＝写真付きの履歴
書を１３日（郵送は１３日必着）までに総務課（�４３３・７７４６）
　●平成１９年度非常勤保育士・児童厚生員登録者／保育
士の資格を持つ人　勤務先＝市立保育園か児童館　勤務
時間＝原則午前９時～午後５時　月１５６，０００円（社会保険
含む）　面接選考　問い合わせ＝保育士は児童福祉課（�
４３３・７７５８）、児童厚生員は福祉・児童センター（�４３１・
７３００）　申し込み＝写真付きの履歴書を１３日（郵送は１３日
必着）までに総務課（�４３３・７７４６）
　●非常勤保健師等／保健師、訪問看護の経験を持つ看
護師、いずれかの資格を持つ５０歳以下の人　勤務先＝地
域包括支援センター（総合社会福祉センター内）　勤務＝
原則週５日（休日は原則土・日曜日）　原則午前９時～午
後５時（休憩１時間）　月２２０，０００円（社会保険含む）　面
接選考　問い合わせ＝同センター（�４３４・６７２１）　申し
込み＝写真付きの履歴書を１３日（郵送は１３日必着）まで
に総務課（�４３３・７７４６）
　●生涯学習人材バンクの登録者・活用委員／スポーツ
や料理など、あなたの技能や知識、経験を市民の学習活
動に生かしてみませんか。また、人材バンクの活用を進
めるための「人材バンク活用委員」も募集します。申し
込み＝生涯学習課（�４３３・７７２９）
　●ケアハウス松原入居者／夫婦用の１部屋と単身用の
８部屋　６０歳以上（どちらかが５９歳以下でも可）　相談・
申し込み＝ケアハウス松原（�４３２・６７４７）

募集しています
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３ ＰＥＴ（ペット）検診の補助金制度／一度で全身を調べられるがん検診　対象＝蕨市国民健康保険加入者で保険税を完納または完→

　健康わらび２１計画「健康
密度も日本一へ」を目指し
て、健康づくり（まちづく
り）にいっしょに取り組ん
でいただける人を募集しま
す。自分・家族のために健
康を保つポイントを学んで
みませんか。また、地域で
の健康づくりのための知恵
を出していただけませんか。
市民・地域・行政の力を合
わせて進めていきましょう。

対象＝６回すべて出席でき
る市内在住者　託児ありま
す　ところ・申し込み＝12
日までに保健センター

　接種前に冊子『予防接種
と子どもの健康』を必ずお
読みください。予約制。

ＢＣＧは早めに受けてくだ
さい。※予診票は医療機関
の窓口にあります。※母子
健康手帳を必ずお持ちくだ
さい。※接種の間隔に注意
し、計画を立ててください。
〈ポリオ生ワクチン〉
　とき＝１４日（木）　受付時
間＝午後１時半～２時半　
対象＝平成１８年生まれの子
（２回の接種が済んでいな
い子）※対象年齢を過ぎて
も、９０か月未満まで受けら
れます。※記入した予診票、
母子健康手帳をお持ちくだ
さい。体温は当日会場で計
ります。次回は１０月ごろの
予定です。

　８０歳で２０本以上の自分の
歯を目指す８０２０（はちまる
にいまる）運動のコンクー
ルです。対象＝４月１日現
在８０歳以上で、自分の歯が
２０本以上ある健康な人　審
査会＝７月１２日（木）　午前
１０時　川口保健所　申し込み
＝２０日までに保健センター

　とき＝２９日（金）　午前９
時半～１１時　体脂肪率・血圧
測定や尿検査のほか、健康全
般に関する相談や生活習慣
病予防の食事相談ができま
す。気軽にご利用ください。

　歯の診療、入れ歯の調整・
修理・作成など　対象＝市
内在住で、寝たきりや身体
に障害があり通院できない
人　診療は保険診療。電話
でも申し込めます。

　とき＝２７日（水）　午後２
時～４時　さまざまな心の
悩みや精神疾患などの相談
を、精神科医がお受けしま
す。予約制　１人１時間程
度　ところ・申し込み＝保
健センター

　とき＝毎週水曜日　午前
１０時～正午（内容により延
長あり）　内容＝参加者主
体で考えたプログラム（手
工芸、カラオケ、屋外活動
など）　対象＝統合失調症
の人　随時見学可　事前に
ご連絡ください。ところ・
問い合わせ＝保健センター

問い合わせ＝成人健診セン
ター（�４４３・７９５３）

対　　　象接　種

生後６か月未満Ｂ Ｃ Ｇ

生後３か月～９０か月未満
三種混合
（DPT）

第１期　生後１２か月～
２４か月未満麻 し ん

風 し ん
混 合
（ＭＲ）

第２期　５歳以上７歳
未満で小学校就学始期
の１年前から１日前ま
で（年長児）

１１歳・１２歳
二種混合
（DT）
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　この制度は、出産する前
に窓口で事前申請すること
により、出産時に支給され
る出産育児一時金（３５０，０００
円）を蕨市国民健康保険か
ら直接医療機関などに支払
うというものです。これに
より、医療機関などの窓口
で出産費用を支払う負担が
軽減されます。申請できる
人＝蕨市国民健康保険加入
者（出産費資金貸付制度を
利用する人を除く）で､出産
育児一時金支給を受ける見
込みがあり、かつ、出産予
定日まで１か月以内の人が
いる世帯の世帯主　申請に
必要な物＝健康保険証、母
子健康手帳、印鑑、振込口
座の分かる物　問い合わせ
＝保険年金課（�４３３・７７３６）

　７０歳未満の蕨市国民健康
保険加入者が入院した場合、
医療機関に限度額適用認定
証を提示すれば、窓口で支
払う医療費が高額療養費制
度で規定する自己負担限度
額までとなります。※世帯
の総所得金額などにより限
度額は異なります。限度額
適用認定証を利用するには、
事前に交付申請が必要です。
申請に必要な物＝健康保険
証、印鑑　手続き＝保険年
金課（�４３３・７７３６）

　６月１日現在、卸売業や
小売業の事業所を対象にし
た、経済産業省の商業統計
調査が実施されています。
我が国の商業の実態を明ら
かにすることが目的で、調
査内容を統計以外に使うこ
とは、法律で固く禁止され
ていますので、ご協力をお
願いします。問い合わせ＝
総務課（�４３３・７７０５）

　●広げよう優しい配慮を
環境に／この機会に、環境
問題について、見つめ直し
ましょう。●光化学スモッ
グに注意／注意報が発令さ
れたときは、防災行政無線
でお知らせします。目など
に刺激を感じたら屋内へ。
問い合わせ＝安全安心推進
課生活環境係（�４４３・３７０６）

ＴＥＬ４３１・５５９０
ＦＡＸ４３１・５５９８������

健康
密度
も

日本
一へ
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内　　　容時間と　き

健康わらび２１計画・健康
づくりの進め方　講師＝
策定委員長（野本医師）

午
後
１
時
半

　

〜
４
時
半

１８日�
６　

月
運動編
講師＝健康運動指導士

午
前　

時
〜
正
午

１０

２７日�

食事編　講師＝管理栄養士　３　日�

７　

月

こころの健康編
講師＝精神科医

１２日�

話し合い「健康密度アップ
隊として取り組めること」

２０日�

２７日�
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市民　　
３２，６４２円

Ａコース　　１６項目

診察、血液・生化学

的検査、心電図検査、

腹部超音波検査、胸

部Ｘ線検査など
市民以外
３７，６４２円

市民　　
２０，１９７円

Ｂコース　　１２項目

診察、血液・生化学

的検査、心電図検査、

胸部Ｘ線検査など
市民以外
２２，１９７円
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●公文書公開請求と
　　申し出の受付処理件数

●公文書公開請求と
　　　　　申し出者の区分

●公文書公開請求と
　申し出者の実施機関別件数

●個人情報の保管等に係る
　　　　業務の届け出件数

※自己情報開示等請求は１００
件（開示１００件）
　問い合わせ＝市民担当
（�４３３・７７４５）

合 計申し出請 求

１１６６０５６受　付

５７３３２４公　開

内　

訳

４７２１２６一　部
非公開

７
（４）

５
（４）

２
（０）

非公開
（内不存在）

４０４取り下げ

人数区　　　　分

４８市内に住所を有する者

７
市内に事務所や事業所を
有する個人及び法人その
他の団体

０市内の事務所や事業所に
勤務する者

０市内の学校に在学する者

１実施機関が行う事務事業
に利害関係を有する者

６０その他
１１６合　　　　計

計申し出請求実施機関名

６０３２２８市 長

５２２８２４教育委員会

０００選挙管理委員会

０００公平委員会

０００監 査 委 員

０００農業委員会

０００
固定資産評価
審査委員会

４０４議 会

１１６６０５６合　　計

登

録

数

年

度

末

年度内登録数登

録

数

年
度
当
初

実施機関名
廃
止

変
更

開
始

１７４００２１７２市 長

１５０００１５教育委員会

１０００１選挙管理委員会

０００００公平委員会

０００００監 査 委 員

１０００１農業委員会

０００００固定資産評価
審査委員会

６０００６議 会

１９７００２１９５合　　計
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　検察審査会制度にご協力を
／国民の中からくじで選ばれ
た１１人の検察審査員が、検察
官の不起訴処分のよしあしを
審査する制度です。問い合わ
せ＝さいたま検察審査会事務
局（�０４８・８６３・４１１１）



→は対象外　自己負担＝本人・被扶養者ともに入院・入院外３割（年齢などにより割合が異なる場合あり）　詳細＝保険年金課（�４３３・７７１２）

広報わらび　お知らせ

４

　出店＝サマー・パーク・フ
ェスティバルが開催される
７月２２日（日）　午前１０時～
午後３時　市民会館駐車場
参加資格＝市内在住在勤の
人　出店料＝１，０００円　応募
多数の場合は抽選　出店者
には事前説明会を行い、そ
の際に出店場所を決定。申
し込み＝３０日までに住所、
氏名、電話番号、出店内容
を書き郵送かＦＡＸで、とだ
わらび青年会議所（�４４４・
０４００・�４４４・０４０１）

　ご希望の人は、市役所や
公民館、図書館、保健セン
ターなどの公共施設でもら
えます。問い合わせ＝生涯
学習課（�４３３・７７２９）

　●パネル展示＝�男女共
同参画パートナーシップ条
例／２９日まで　東公民館　
�女性差別撤廃条約／２０日
～２６日　中央公民館　�男女
共同参画・絵てがみ／２１日
～２５日　中央公民館　●記
念事業／２３日（土）　午後２
時　東公民館　落語家・林家
うん平さんの「聞いて　笑っ
て　男女共同参画」　無料　
粗品進呈（先着１００人）　申
し込み＝同館（�４４２・４０５２）
か市民担当（�４３３・７７４５）

　１０日（日）　午前１０時～午
後２時　第二中学校の吹奏
楽演奏や模擬店　ところ・
問い合わせ＝総合社会福祉
センター（�４３２・６７６０）

緊
急
時
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
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福祉・児童センター（�４３１・７３００）　ボランティア募集中／遊びや託児のお手伝いをしてくださる人

地域の人と卓球　参加自由小学生

無料

午前１０時半９日卓 球 を し よ う
絵本・紙芝居の読み語り
参加自由

親子（乳幼児）

午前１１時１３日ちいさなちいさな読
み 語 り

子育て相談ほか　参加自由午前１０時１４日ママのティータイム
身長・体重測定　参加自由午前１０時半２２日す く す く 測 定
初心者大歓迎　参加自由小・中学生午後１時半２３日いご・しょうぎマンの日
手芸や料理作り
申し込み＝２日から（電話不可）小学生　１５人２，０００円午前９時半 ２３日～１２月

（月１回土曜日）家 庭 科 ク ラ ブ

音楽を聞きながらコーヒーを飲
んでゆっくりしませんか親子（乳幼児）無料午前１０時３０日パ パ ＆ マ マ の

テ ィ ー タ イ ム
まめっこ（１５日）　とことこ（７月６日）　ちびっこ（７日・７月５日）　のびっこ（６日）　午前１０時半　のびっこのみ３００円乳 幼 児 ク ラ ブ

錦町児童館（�４４３・８４１３）

親子（乳幼児）
無料

午前１０時半８日おはなしくまさんとあそぼう
１２日はふれあい相談あり午前１０時１２日・２６日ママのティータイム
ダブルダッチに挑戦小学生午後１時半２３日あそぼ！あそぼ！

まめっこ（１４日）　とことこ（２１日）　ちびっこ（２０日）　のびっこ（７日）　午前１０時半乳 幼 児 ク ラ ブ

北町児童館（�４３２・２６１１）
木の枝で写真立て小学生　１０人１００円午前１０時９日プ レ ゼ ン ト 作 り
竹で楽器（ミハルス）作り親子（３歳以上）

無料午前１０時半
１３日工 作 教 室

親子（乳幼児）１９日ママのティータイム
持ち物＝シャベル･軍手･ビニー
ル袋・濡れタオル・帽子
＊自転車で同館に集合

親子（乳幼児）　２０組
１００円
（１株）

午前１０時２０日（雨天の
場合は２２日）ジ ャ ガ イ モ ほ り

親子（幼児）３００円（市内）
５００円（市外）午前９時半２８日親子エアロビ教室

親子（乳幼児）　４０組１００円午前１０時半７月５日七 夕 会
まめっこ（１４日）　とことこ（２１日）　のびっこ（７日）　午前１０時　ちびっこ（２０日）＝午前１０時半乳 幼 児 ク ラ ブ

塚越児童館（�４３２・６３６８）
親子（幼児）

無料

午前１１時５日・１９日母 と 子 の お 話 会
２８日はふれあい相談あり親子（乳幼児）

午前１０時
８日・２８日ママのティータイム

申し込み＝９日から小学生　１０人１６日あそび隊　手作りオモチャ

申し込み＝２８日から（電話不可）ちびっこ・のびっこ
登録の親子　４０組１００円午前１０時半７月４日た な ば た 会

まめっこ（２２日）　とことこ（１３日）　ちびっこ（６日）　のびっこ（７日・２１日）　午前１０時半乳 幼 児 ク ラ ブ

南町児童館（�４３２・７２７１）
親子（幼児）無料午前１０時半２５日ママのティータイム

まめっこ（１２日）　とことこ（１４日）　ちびっこ（１９日）　午前１０時半乳 幼 児 ク ラ ブ

地域子育て支援センター・こっこぴよ（�・�４４３・５１５３）平日　午前１０時～正午　育児相談あり。プレママもどうぞ。
双子や３つ子の集まり

無料午前１０時半
１４日ぴーなっつクラブ

保健師が講演します７月４日夏 の 健 康 相 談
すとろべりークラブ（０歳児）＝６日　　おれんじクラブ（１歳児）＝１３日　あっぷるクラブ（２歳
以上）＝２０日　水曜日　午前１０時半年 齢 別 の つ ど い

地域子育て支援センター・プチプチ（�・�４４２・２９０３）　　育児相談行っています。お気軽にどうぞ。
開放日　０～１歳３、４か月（月・水曜日）　１歳３、４か月～２歳６か月（火・木曜日）　２歳６か月以上（金曜日）

●休日急患診療
　診療＝午前９時～正午と
午後１時～５時

●平日夜間急患診療
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３日・１７日・７月１日

蕨市急患診療所（�４３１・２６１１）
中央４－９－２２　福祉・児童センター内

１０日・２４日

戸田市急患診療所（�４４５・１１３０）
戸田市新曽１２９５－３　医師会館内

月～金曜日　午後７時半～１０時半

蕨市急患診療所（�４３１・２６１１）
中央４－９－２２　福祉・児童センター内
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　１４日～１９日、２６日～７月
１日　収益は蕨のまちづく
りに生かされます。問い合
わせ＝戸田競艇組合（�４４１･
７７１１）
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　診療＝午前９時～正午と
午後１時～５時
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東産婦人科（�４３１・２２１９）
中央３－１２－６

３日

中島産婦人科（�４４１・２３０６）
戸田市下戸田２－１０－５

１０日

蕨市立病院（�４３２・２２７７）
北町２－１２－１８

１７日

荘産婦人科（�４３２・２４１８）
中央５－１２－２１

２４日

東産婦人科（�４３１・２２１９）
中央３－１２－６

７月
１日

　時間はいずれも午前８時
～午後５時　この時間以外
は中央浄水場（�４３２・３０４４）

�������	
��

�４４１・０３７３中島設備工業３日

�４４３・６２９５埼 京 設 備１０日

�４３１・６７２６宮 田 建 設１７日

�４４４・８１８８ＫＯＩＺＵ２４日

�４３１・６２６０寺尾水道工業所
７月
１日

��������
���������

��������
���������

　●民謡教室／１４日（木）　
午後１時半　●３Ｂ体操／
２６日（火）　午前９時半　５００
円　●みんなでうたおう／
２０日（水）　午後１時半　●ソ
フトエアロビ／２２日（金）　
午前９時半　５００円　問い
合わせ＝交流プラザさくら
（�４３２・７２７１）

　対象＝おおむね６５歳未満
の障害者手帳をお持ちの人
●今月の講座／下表　市内
在住の障害者と介護者５人
申し込み＝２９日までにドリ
ーマ松原（�４３２・６８３０・
�４４１・５４０５）
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１回
１００円

７月１１日・１２日
午後１時半書　道

１回
３００円

７月３日・４日
午後１時半茶　道

　今月の休日診療＝すべて
終日診療します　小児科勤
務医確保が極めて厳しい状
況であることをご理解いた
だき、お早めの受診を。ま
た受診の際は必ずお問い合
わせください。問い合わせ
＝市立病院（�４３２・２２７７）

��������



国民健康保険退職者医療制度の対象者は届け出にご協力を／対象＝①退職者本人　②退職被扶養者（収入条件あり）　老人保健法該当者→

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

５

　年間を通じた活動で学年
や地域を超えた友達を作り
ませんか。開校式＝１７日
（日）　午前１０時　中央公民
館　対象＝小学４年～中学
生　４０人　申し込み＝生涯
学習課（�４３３・７７２９）　

　８月１０日～１０月２６日　毎
週金曜日　午後７時　富士見
テニスコート　４０人　５，０００
円　申し込み＝アラトラス
ポーツ店（�４３１・２０１２）か
山愛スポーツ（�４３２・２７７３）

　来年３月まで　土曜日　
全１４回　午前１０時　中央公民
館　小・中学生　３０人　１回
５００円　途中参加可　１１月の
宿場まつりで発表会。申し
込み＝石村（�４３２・３１８０）

　１６日（土）　午後１時　市
民体育館　ペンシル・バル
ーン　上履き持参　動きや
すい服装でご参加を。問い
合わせ＝蕨市レクリエーシ
ョン指導者「ララの会」・松
井（�４４２・９９８３）

　暁斎・暁翠の描く風俗図
－女性美を中心に－展／２５
日まで（木曜日休館）　暁斎
や暁翠の「文読む美人図」や
「寛永時代美人」など、華や
かな作品を展示。開館＝午
前１０時～午後４時　一般３００
円、大学生～中学生２００円、
小学生以下１００円　問い合
わせ＝同館（�４４１・９７８０）

　輸血用血液は、皆さんの
献血で賄われています。と
き＝２６日（火）　午前１０時～
正午と午後１時～３時半　
市役所１階　問い合わせ＝
保健センター（�４３１・５５９０）

　●利用受付中／開設期間
＝１０月２８日まで　（１回の利
用は３泊４日まで）　ところ
＝長野県川上村　●親子レ
タス朝採り体験ツアー／２３
日・２４日（１泊２日）　川上村
でレタスの朝採りを体験、
周辺散策　小学４年生以上は
子どもだけでの参加可　先
着４０人　参加費＝大人９，０００
円、小・中学生８，０００円（食事
４食含む）　申し込み＝生涯
学習課（�４３３・７７２９）※参加
者が３０人以下の場合は中止

　１６日（土）　午前１０時　市
民会館大ホール　講演、ビ
デオ上映　問い合わせ＝道
路公園課（�４３３・７７１８）

　子どもたちが安全・安心
な活動のできる居場所づく
りが目的です。活動日＝毎
週月曜日　午後２時～５時、
週末など　ところ＝各小学
校　主な活動＝学習活動、
スポーツ・文化活動、昔の
遊びなどの指導　申し込み
＝住所・氏名・電話番号・指
導内容・Ｅメールを書き、電
話かＥメールで生涯学習課
（�４３３・７７２９　Eメールsgaku
@city.warabi.saitama.jp）
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問い合わせところと　　き相談名

市民課市民担当
�４３３・７７４５

市 民 会 館
午後１時～４時

１４日・２８日（予約制）法 律 相 談

市　役　所７日・２１日・７月５日
　　　　（予約制）登記・法律相談

市 民 会 館午後１時半
　　～４時半８日・２２日（予約制）女性のこころ

と生き方相談

市　役　所午後１時～３時
１３日行 政 相 談
２０日国 税 相 談

中央公民館午前１０時
　～午後３時１日人 権 相 談

市　役　所午後１時～３時２７日行 政 書 士
外国人市民相談

�４３２・４２８６商工生活室午前９時半～１１時半
午後１時～４時毎週火・金曜日消費生活相談

商工生活室
�４３３・７７５０中央公民館午後１時半

　　～３時半１３日住宅リフォ
ー ム 相 談

教育相談室　�０１２０・３７８３０２
（福祉・児童センター内）

午前９時
　～午後４時

月曜日と
　祝日除く毎日教 育 相 談

家庭児童相談室 �４３１・３４４９
（福祉・児童センター内）

午前９時
　～午後４時

月曜日と祝日除
く毎日（予約制）

子 ど も
なんでも相談

家庭児童相談室
�４３１・３４４９

錦町児童館午前１０時半
　　～１１時半

１２日
ふれあい相談

塚越児童館２８日
安全安心推進課生活環境係

�４４３・３７０６
午前８時半
　～午後５時

祝日除く
　　月～金曜日

環 境 相 談
エコ１００番
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◆図書館（�４４４・４１１０）　　　　　　　　　　　　　　　
　●おはなし会／毎週水曜日　午後３時半　●絵本と紙芝居
／３０日除く毎週土曜日　午後２時半　●日曜紙芝居／１７日
（日）　午後２時半　●休館日／４日・１１日・１８日・２５日・７月２日
◆市民体育館（�４３２・２６１１）　　　　　　　　　　　　　
　一般開放／テニス＝２０日を除く毎週水曜日（ソフト・午
前９時～１１時　硬式・午後１時～３時）　バドミントン＝毎
週金曜日　午前９時～１１時　バスケットボール＝２日と１６
日を除く土曜日　午後１時～５時　高校生以上１４０円、小・
中学生５０円　問い合わせ＝同館
◆東公民館（�４４２・４０５２）　　　　　　　　　　　　　　
　●塚越地区合宿通学指導員募集／９月２日～８日（６泊
７日）　小学生と公民館に宿泊し生活体験などを指導　対象
＝大学生や専門学校生など　申し込み＝同館　●太極拳講
座／８月４日～２５日　毎週土曜日　午後１時　３０人　１００
円　申し込み＝２５日から　●朝の健幸体操／平日　午前８
時４５分～５５分　１階ロビー　●「おはなしワラビン」へよ
うこそ！／乳幼児の部＝第２・４月曜日　午前１１時半　児
童の部＝毎週金曜日　午後４時　絵本の読み語りなど
◆南公民館（�４４２・４０５５）　　　　　　　　　　　　　　
　●ウィークエンドスクール／�小学生～高校生の点字入
門教室＝９日（土）　午後３時　�おはなしくまさん＝１６日
（土）　午後２時　�サタスタ＝２日～２３日　土曜日　午前
１０時　子どもたちの自主勉強をサポート　●オイキムチと
冷めん／７月１２日（木）　午前１０時　１５人　材料費１，０００円　
託児あり　申し込み＝１２日から（電話不可）
◆北町公民館（�４３２・２２２５）　　　　　　　　　　　　　
　●小学生テニス教室／７月２４日～２７日　全４回　午前９
時　小学２年～６年生　先着２０人　申し込み＝５日から
◆下蕨公民館（�４４１・１５６０）　　　　　　　　　　　　　
　●おもちゃの病院／１０日（日）　午後１時半～３時　おもちゃ
や傘を修理　部品代実費　●しもわらびベビーパーク／２６
日（火）　午前１０時　０～２歳ママ　０歳ママはバスタオル
持参　●子ども囲碁入門教室／９日・２３日　土曜日　午前１０
時　小学生　先着２０人　●ひまわりコンサート（ヴァイオリ
ン演奏）／７月８日（日）　午後１時半　無料　１８日から整理券
配布　先着９０人　●ほっ ！ と、スペースすまいるぱーく／８
日・１２日・１５日・２６日・２７日　午後３時～５時半　講座室を開放
◆中央公民館（�４３２・２５３０）　　　　　　　　　　　　　
　●パソコン室の開放／１０日（日）　午後１時半～３時半　
●子育てサロン／２５日（月）　午前１０時　０歳児とその保護者
ボランティアも募集中　●はじめの一歩　セカンドライフ～
団塊世代のための～／７月１４日（土）　午後７時　環境とごみ
について＆日本酒の効能と豆知識　９月８日（土）　午前１０時
蕨宿文化財巡り　１００人　申し込み＝１１日の午前１０時から
◆西公民館（�４４２・４０５４）　　　　　　　　　　　　　　
　●０・１・２ちゃんママのおしゃべり広場／０歳児＝１１
日（月）　持ち物＝バスタオル　１・２歳児＝１８日（月）　い
ずれも午前１０時　●お気楽体操広場／毎週火曜日　午前１０
時　●お母さんの楽しいサイエンスＩＮにし／２８日（木）　午
前１０時　１０人　申し込み＝２１日まで

　レインボー松原通所者の
手作りです。販売＝火～金
曜日（１２日休業）の午前１０時
から総合社会福祉センター
出張販売＝下表　問い合わ
せ＝同松原（�４４４・６６４７）

　対象＝６０歳以上の人　要
登録　保険証などをお持ち
ください。●第２０回健康教
室「こころを明るく保つに
は」／２８日（木）　午後１時半
２５人　申し込み＝松原会館
（�４４３・６５４２・�４４３・１８６８）
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正午８日・２２日市役所正面ロビー

午前　
１１時半

５日・１３日・
１９日東 公 民 館

７日・２６日下 蕨 公 民館
６日・２１日福祉・児童センター
１３日・２７日旭 町 公 民 館
２８日

交流プラザさくら
午後３時１３日・２０日

�������

５日・１９日
午後１時～４時

心配ごと
相談

１０日　午前１０時～午後３時
結婚相談

２７日　午後１時～４時

３日・１１日・１７日・２５日休館日
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市からのお知らせ・地域の話題などをお送りします
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２９（金）～７／５（木）２２（金）～２８（木）１５（金）～２１（木）８（金）～１４（木）６／１（金）～７（木）
タウンタウン

荒川左岸水防演習
レクリエーションの集い

タウンタウンワイド

東中ワーキングウィーク
子ども英会話教室
クリーンわらび市民運動
社会福祉センターまつり

タウンタウン
うさちゃん学級運動会
ほのぼの学級
「子どもにもどろう」

タウンタウン

塚越コミュニティコンサート
サンクチュアリ訪問

タウンタウン

交通安全教室
子育て支援フェスタ

００

市政ガイド

図書館利用案内

市政ガイド

指定管理者制度で
変わる市民体育館

採れたてスポット
☆路上喫煙の防止へ
☆生涯学習情報コーナー開設

ほか

市政ガイド

テレビ広報「ハローわらび」
番組アンケートの結果

１０

施設べんりガイド

蕨戸田衛生センター

特集・ウイークリーナウ

安全安心きれいなまちづくり
への取り組み⑩

施設べんりガイド

高齢者のための施設
松原会館・みつわ苑・けやき荘

特集・ウイークリーナウ

地域がつくり育てる
仁中歩公園の今

特集・ウイークリーナウ

男女共同参画パネル

２０

知って得する暮らしの情報知って得する暮らしの情報知って得する暮らしの情報知って得する暮らしの情報知って得する暮らしの情報３０

テレビ電波共聴施設のデジタル化に関する説明会／２０１１テレビ電波共聴施設のデジタル化に関する説明会／２０１１年７月にアナログテレビ放送が終了しデジタルテレビ放送に完全移行します。「関東広域地上デジタル放送推進協月にアナログテレビ放送が終了しデジタルテレビ放送に完全移行します。「関東広域地上デジタル放送推進協議
会」では、集合住宅や都市受信障害対策などの共聴施設（共同受信アンテナなど）の管理者や所有者を対象に、デジタル放送移行への対応に関する説明会を実施します。開
催を希望する人は行政経営推進室（�４３３４３３・７６９８７６９８）までご連絡を。※市役所１階市民担当で共聴施設での受信方法についてのガイドブックがもらえます。ご利用ください。

６

スポーツ・文化・テレビのお知らせ蕨市の財政事情（平成１８年度下半期）

　市では、市政を進めるためのお金の使いみちを、年２
回、市民の皆さんにお知らせしています。今月は、３月
３１日現在、平成１８年度下半期の財政事情を公表します。

�

平成１８年度の各会計の進みぐあい

市民１人当たり　　
市の予算　２７２，１１６円

（一般会計予算）

人口７０，９３８人
（１９．３．３１現在）

●市　税　１４９，９２０円

●その他　１２２，１９６円

国庫支出金・地方交付税・
地方譲与税・県支出金・
使用料及び手数料など　

１８年度予算の使いみち
（市民１人当たり）

民 生 費 …………９４，８１７円
総 務 費 …………４１，３４３円
土 木 費 …………３９，６５１円
衛 生 費 …………２６，５０１円
教 育 費 …………２４，４５２円
公 債 費 …………２０，０７３円
消 防 費 …………１１，５７７円
諸支出金 …………　４，７４５円
議 会 費 …………　３，６３６円
商 工 費 …………　３，５５３円
そ の 他 …………　１，７６８円
合　　計………　２７２，１１６円

広報わらび

特集

平成１９年　

６月１日発行

�

　３月３１日現在の
一般会計予算から、
その使いみちと、

市民の皆さんから納めていただく市
税を１人当たりで計算しますと、左右
の表のようになります。市税は市民
税など合計で１４９，９２０円ですが、使い
みちの合計が２７２，１１６円となるのは、
市の予算が市税のほかに国から来る
国庫支出金や地方交付税、地方譲与
税、県支出金、いろいろな使用料や手
数料などで構成されているからです。

説　明

〈歳入〉　　　　　　　　　　　　　 収入済額　　　進みぐあい
市　　　税………………………　１０５億５，３６０万円　　　９９．２％
地方譲与税…………………………　５億９，６２０万円　　　９６．６％
利子割交付金……………………………３，３１２万円　　１６５．６％
配当割交付金……………………………３，９６２万円　　２８３．０％
株式等譲渡所得割交付金………………３，２４４万円　　１２９．８％
地方消費税交付金…………………　５億９，８７７万円　　１０８．９％
自動車取得税交付金………………　１億３，１７９万円　　１１９．８％
地方特例交付金……………………　３億　５８３万円　　１００．０％
地方交付税…………………………　８億７，９４３万円　　１０８．９％
交通安全対策特別交付金………………１，３１７万円　　１０１．３％
分担金及び負担金…………………　１億５，３１３万円　　　９３．９％
使用料及び手数料…………………　２億５，４１２万円　　　９７．６％
国庫支出金…………………………１９億２，７０５万円　　　９４．９％
県 支 出 金…………………………　５億１，０６４万円　　　８２．２％
財 産 収 入………………………………５，７１６万円　　　９７．１％
寄　附　金…………………………………５４８万円　　１０５．４％
繰　入　金…………………………　２億２，５８５万円　　　６４．７％
繰　越　金…………………………　７億７，４９１万円　　１００．０％
諸　収　入…………………………１０億９，７０３万円　　　９９．５％
市　　　債……………………………………０万円　　　０．０％
合　　　計………………………　１８１億８，９３４万円　　　９４．２％
〈歳出〉　　　　　　　　　　　　　 支出済額　　　進みぐあい
議　会　費…………………………　２億５，３４２万円　　　９８．３％
総　務　費…………………………２７億２，１１７万円　　　９２．８％
民　生　費…………………………６４億１，３４１万円　　　９５．４％
衛　生　費…………………………１８億　５９６万円　　　９６．１％
労　働　費………………………………９，７５８万円　　　９８．２％
農林水産業費……………………………１，０１５万円　　　９６．７％
商　工　費…………………………　２億５，１３０万円　　　９９．７％
土　木　費…………………………２５億　６８３万円　　　８９．１％
消　防　費…………………………　７億９，１７１万円　　　９６．４％
教　育　費…………………………１５億８，７６４万円　　　９１．５％
公　債　費…………………………１２億８，７０６万円　　　９０．４％
諸 支 出 金…………………………　３億２，３２４万円　　　９６．０％
合　　　計………………………　１８０億４，９４７万円　　　９３．５％

　　　　　　　　　　　　　　　　　 執 行 額　 進みぐあい

国民健康保険事業……………………　６０億７，１８９万円　９３．８％

老人保健医療事業……………………　４１億６，８４０万円　８９．４％

公共下水道事業………………………　１８億５，３９５万円　７２．７％

錦町土地区画整理事業………………　１０億６，８１８万円　８６．０％

中央第一土地区画整理事業………………　７，７８４万円　９３．９％

介護保険事業…………………………　２６億３，２８７万円　８７．５％

合　　　計……………………………１５８億７，３１３万円　８８．１％

《水道事業》
収益的収入………………………………………　１５億１，７１２万円
収益的支出………………………………………　１２億６，６８０万円
資本的収入…………………………………………３億６，５２３万円
資本的支出…………………………………………９億３，５８５万円
《病院事業》
収益的収入………………………………………　２６億５，７８８万円
収益的支出………………………………………　２８億５，４８９万円
資本的収入……………………………………………　６，４２０万円
資本的支出…………………………………………１億９，１０３万円

市有財産現在高　　　　　　　 市債現在高

土　　地……………４６５，６９０．３３� 一般会計…………１２８億８，８４４万円
建　　物……………１４０，３２２．７２� 特別会計…………　９６億３，４８９万円
有価証券………………　３，６１５万円 水道・病院事業……４５億５，７６４万円

一般会計 特別会計

企業会計


